
平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日
提
出

質

問

第

一

九

四

号

沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
住
民
の
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述
の
回
復
と
教
科
書
検
定
意
見
の
撤
回
に
関
す

る
質
問
主
意
書

提

出

者

仲

里

利

信
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沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
住
民
の
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述
の
回
復
と
教
科
書
検
定
意
見
の
撤
回
に
関
す

る
質
問
主
意
書

沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
住
民
の
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述
の
回
復
と
教
科
書
検
定
意
見
の
撤
回
に
関
し
て
は
、
平
成

二
十
七
年
六
月
十
日
付
質
問
主
意
書
第
二
六
二
号
で
質
問
を
行
い
、
六
月
十
九
日
付
で
答
弁
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
際
行
っ
た
質
問
で
、
検
定
意
見
の
撤
回
と
記
述
の
回
復
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
質
し
た
と
こ
ろ
、
教
科
用
図
書
検

定
調
査
審
議
会
の
審
議
に
基
づ
き
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
直
接
の
根
拠
と
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
、
記
述
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は
申
請
図
書
の
発
行
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
制
度
の
見
直
し
は

考
え
て
い
な
い
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
検
定
意
見
の
撤
回
や
記
述
の
回
復
は
困
難
で
あ
る
と
一
蹴
し
た
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
職
が
平
成
二
十
八
年
四
月
十
四
日
付
質
問
主
意
書
第
二
四
七
号
で
行
っ
た
「
沖
縄
の
経
済
や
沖
縄
振
興
予
算
、

米
軍
基
地
等
に
関
す
る
公
民
教
科
書
の
誤
記
載
の
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
基
づ
き
、
記
述
の
訂
正
を
質
し
た
結
果
、

極
め
て
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
記
述
が
一
部
訂
正
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
結
び
つ
い
た
。

ま
た
、
本
職
を
始
め
「
九
�
二
九
県
民
大
会
決
議
を
実
現
さ
せ
る
会
」
の
九
年
余
の
地
道
な
活
動
の
結
果
、
去
る
十
月
三
日

に
高
校
歴
史
教
科
書
で
「
沖
縄
戦
の
集
団
自
決
」
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
も
、
僅
か
で
は
あ
る
が
一
部
訂
正
さ
れ
て
お
り
、

一



沖
縄
戦
の
実
相
を
子
供
た
ち
に
正
し
く
伝
え
る
と
い
う
取
り
組
み
が
、
地
道
で
は
あ
る
が
、
着
実
に
実
を
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
以
下
お
尋
ね
す
る
。

一

二
〇
一
七
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
山
川
出
版
社
の
高
校
歴
史
教
科
「
詳
説
日
本
史
Ｂ
」
の
記
述
を
訂
正
し
た
理
由
と
目
的

は
何
か
、
政
府
の
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

二

山
川
出
版
社
が
訂
正
申
請
に
及
ん
だ
の
は
、
文
部
科
学
省
又
は
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
の
指
摘
乃
至
指
導
、
或
い

は
文
部
科
学
省
が
独
自
に
定
め
る
教
科
書
検
定
に
関
す
る
記
述
等
い
ず
れ
に
基
づ
く
も
の
か
、
政
府
の
見
解
を
答
え
ら
れ
た

い
。

三

申
請
図
書
の
発
行
者
が
記
述
の
訂
正
を
申
し
出
た
場
合
に
、
文
部
科
学
省
又
は
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
が
適
当
と

認
め
て
承
認
す
る
理
由
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
今
回
の
山
川
出
版
社
の
訂
正
理
由
と

目
的
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

四

大
江
健
三
郎
・
岩
波
書
店
沖
縄
戦
裁
判
に
お
い
て
、
事
実
関
係
の
争
点
で
あ
っ
た
原
告
及
び
被
告
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
、

最
高
裁
判
所
の
判
断
、
と
り
わ
け
「
渡
嘉
敷
島
の
集
団
自
決
と
赤
松
の
関
与
」
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
そ
れ

二



ぞ
れ
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
確
定
し
た
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

五

文
部
科
学
省
は
、
教
科
書
の
記
述
を
検
定
・
承
認
す
る
際
の
各
教
科
固
有
の
条
件
と
し
て
、
平
成
二
十
一
年
三
月
四
日
付

文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
三
号
に
お
い
て
は
「
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」
の
中
で
「
社
会
科
（
「
地
図
」

を
除
く
。
）
二
（
四
）
」
と
し
て
、
ま
た
平
成
二
十
一
年
九
月
九
日
付
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
六
号
に
お
い
て
は
「
高

等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」
の
中
で
も
「
地
理
歴
史
科
（
「
地
図
」
を
除
く
。
）
」
で
は
「
一
（
三
）
」
に
よ
り
、

「
公
民
科
」
で
は
「
一
（
五
）
」
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
閣
議
決
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
示
さ
れ
た
政
府
の
統
一
的
な
見

解
又
は
最
高
裁
判
所
の
判
例
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
記
述
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
」
と
基
準
を
定
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
基
準
を
新
た
に
定
め
て
公
表
し
た
背
景
と
理
由
、
目
的
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

六

質
問
四
及
び
五
に
関
連
し
て
、
見
直
さ
れ
て
告
示
さ
れ
た
「
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」
及
び
「
高
等
学

校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」
は
、
そ
の
附
則
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
「
平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
使
用
に
係
る
教
科
用
図
書

の
検
定
か
ら
適
用
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
回
の
山
川
出
版
社
の
高
校
歴
史
教
科
「
詳
説
日
本
史
Ｂ
」
の
訂
正
と

承
認
を
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
同
検
定
基
準
を
適
用
し
た
事
例
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



七

質
問
四
か
ら
六
ま
で
に
関
連
し
て
、
大
江
健
三
郎
・
岩
波
書
店
沖
縄
戦
裁
判
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
下
さ
れ
た
の
は
平

成
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
の
「
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」
及
び
「
高
等
学
校
教

科
用
図
書
検
定
基
準
」
が
見
直
さ
れ
て
告
示
さ
れ
た
の
は
平
成
二
十
一
年
の
三
月
乃
至
九
月
で
あ
る
。
こ
の
日
時
は
原
告
側

が
第
二
審
の
判
決
を
不
服
と
し
て
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
て
い
た
時
で
あ
る
。
ま
た
、
沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
住
民

の
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述
の
回
復
と
教
科
書
検
定
意
見
の
撤
回
を
求
め
る
た
め
、
沖
縄
県
民
十
一
万
六
千
人
余
が
結
集
し

た
県
民
大
会
が
開
催
さ
れ
、
政
府
に
大
会
決
議
の
実
現
を
要
望
し
た
の
は
平
成
十
九
年
九
月
二
十
九
日
で
あ
る
が
、
こ
の
時

に
政
府
は
「
地
方
裁
判
所
で
の
裁
判
中
で
あ
る
か
ら
コ
メ
ン
ト
で
き
な
い
」
と
し
た
。
そ
の
後
、
本
職
が
平
成
二
十
七
年
六

月
十
日
付
質
問
主
意
書
第
二
六
二
号
で
質
問
し
た
と
こ
ろ
「
検
定
意
見
は
裁
判
と
は
関
係
な
い
」
と
す
る
な
ど
、
二
転
三
転

の
異
な
る
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
政
府
は
当
初
裁
判
で
勝
訴
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
判

例
を
基
に
「
教
科
用
図
書
の
検
定
基
準
」
と
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
答
え

ら
れ
た
い
。

八

質
問
七
に
関
連
し
て
、
政
府
が
「
教
科
用
図
書
の
検
定
基
準
」
の
中
で
「
最
高
裁
判
所
の
判
例
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
記
述
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
沖
縄
県
民
が
望
ん
で

四



い
る
「
沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
住
民
の
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述
の
回
復
と
教
科
書
検
定
意
見
の
撤
回
」
を
直
ち
に

全
教
科
書
に
お
い
て
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


